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臓器提供に関する意識調査

【　問　い　】

「日頃から、臓器提供の意思のある家族の一人が、蘇生不可能な状態になりました。

あなたは臓器提供についてどのように考えますか？」

平成１６年度　宮崎県腎臓バンク調査
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リーフレット作成の経緯

　【臓器提供に至るきっかけ】

　●　家族が申し出る

　　　・・・臓器提供の機会があることを知らない

　　　・・・知っていても忘れている

　　　・・・切り出せない

　●　医療者からの提供意思の確認・・・負担が大きい　

何らかの形での意思を確認することの必要性

医療現場における意思確認の環境整備

（臓器移植法　第３条　国及び地方公共団体の責務）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臓器提供意思確認リーフレット



　主治医は移植医療に関与しない立場です。　
　臓器を提供する・しないの選択によって、
　治療上、不利益になることはありません。



Miyazaki　Kidney



お渡しいただきたい方

　１　脳死状態または脳死に近い状態と診断されている

　２　家族がその状況を受け止めている

　３　明らかなドナー適応の禁忌事項がない
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実施対象施設

　腎臓提供協力病院11施設で、

　リーフレットの使用について、院長及び各関係者の

　合意が得られている施設



臓器提供に関する連絡数と提供数・移植数
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　ま と め

● (1)臓器を提供する権利の尊重、(2)意思確認に伴う医療

者の負担軽減を目的として、リーフレットを作成した。

● 臓器提供は残された家族が最期に成し得ることの一つ

であり、その意思は尊重されるべく最善を尽くされな
ければならない。臓器提供の意思確認はその出発点と
して重要であり、そのツールの一つとしてリーフレッ
トが活用されることを期待したい。

● 今後リーフレットの効果を検証することが必要である。
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